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提 案 理 由 

 本組合における個人情報保護制度について個人情報の保護に関する法律が適用

されることに伴い、審査会の所掌事項等を整理するため、本案を提出するもので

ある。 

  



埼玉西部消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条

例 

埼玉西部消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例（平成２５年条例第１０

号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「埼玉西部消防組合個人情報保護条例（平成２５年条例第９号。以下

「個人情報保護条例」という。）」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５７号。以下「個人情報保護法」という。）」に改める。 

第２条第１項中「情報公開条例第２条第１項及び個人情報保護条例第２条第１

項に規定する実施機関」を「情報公開条例第２条第１号に規定する実施機関及び

埼玉西部消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年条例第 号。

以下「個人情報保護法施行条例」という。）第４条に規定する組合の機関」に改

め、同条第１号中「個人情報保護条例第３０条」を「個人情報保護法第１０５条

第３項において準用する同条第１項」に改め、同条第２号中「及び個人情報保護

制度」を削り、同条第３号を次のように改める。 

⑶ 個人情報保護法施行条例第４条の規定による諮問事項 

第２条第３項を削り、同条第４項中「情報公開制度及び個人情報保護制度の運

営に関する重要事項」を「第１項第２号及び第３号に規定する事項」に改め、同

項を同条第３項とする。 

第９条第１項中「個人情報保護条例第３０条」を「個人情報保護法第１０５条

第３項において準用する同条第１項」に、「個人情報保護条例第１７条第１項及

び第２項」を「個人情報保護法第８２条第１項及び第２項」に、「若しくは個人

情報保護条例第２５条第１項及び第２項の決定（以下「訂正決定等」という。）」

を「、個人情報保護法第９３条第１項及び第２項の決定（以下「訂正決定等」と

いう。）若しくは個人情報保護法第１０１条第１項及び第２項の決定（以下「利

用停止決定等」という。）」に、「個人情報の」を「保有個人情報の」に改め、



同条第３項中「若しくは訂正決定等」を「、訂正決定等若しくは利用停止決定等」

に、「個人情報」を「保有個人情報」に改める。 

第１１条中「個人情報」を「保有個人情報」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に埼玉西部消防組合個人情報の保護に関する法律施行

条例（令和５年条例第 号）附則第２条による廃止前の埼玉西部消防組合個人

情報保護条例（平成２５年条例第９号）の規定による諮問がされた場合におけ

る調査審議については、なお従前の例による。 

 

 


